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リコール制度の見直し

１．命令権の新設及び罰則の強化

（１）命令権の新設

改正案現行

改善措置が講じられない場合改善措置が講じられない場合

２．後付装置に対するリコール制度の新設

・後付装置の大量普及
・タイヤ・チャイルドシートの自主回収増加

現行

（２）罰則の強化

従わない場合

懲役１年以下、罰金３００万円以下
法人両罰２億円以下

　　　　　　　　同上

　　　　　　　　同上

・届出義務違反：過料１００万円以下

・虚偽報告：罰金２０万円以下
法人両罰２０万円以下

・リコール命令違反

現行 改正案

リコール制度は、
自動車にはあるが、
後付装置にはない。

大量に使用されている
後付装置（タイヤ、チャイ
ルドシート）について
リコール制度を新設

改正案

リコールの勧告

公　　表

従わない場合

リコールの勧告

公　　表

改善措置を講じない場合

リコールの命令


